
号

外�十五
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

(

同

)

二

公

示

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
及
び
事
務
を
行
う
時
間
の
変
更
に
関
す

る
公
示

(

同

)

二

規

則

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

消
費
生
活
相
談
員
は｣

の
下
に｢

本
庁
並
び
に｣

を
加
え
、｢

西
濃
振
興
局
、

中
濃
振
興
局
、
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
、
東
濃
振
興
局
、
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
、
飛�
振
興
局

及
び
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を｢

中
濃
振
興
局
、
東
濃
振
興
局
及
び
飛�
振
興
局｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
の
課
長｣

を

｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

環
境
生
活
部

環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、

同
項
第
五
号
中｢

西
濃
振
興
局
、
中
濃
振
興
局
、
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
、
東
濃
振
興
局
、
東
濃
振

興
局
恵
那
事
務
所｣

を｢

中
濃
振
興
局
、
東
濃
振
興
局｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中｢

、
振
興
局｣

を｢

及
び
振
興
局｣

に
改
め
、｢

及
び
県
民
生
活
相
談
セ
ン

タ
ー｣
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政

策
課
の
課
長｣
を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号

中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
項

第
五
号
を
削
る
。
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阜
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



岐
阜
県
飛�
振
興
局
振
興
課

名
称

月
曜
日
、
火
曜
日
、
木
曜
日
及
び
金
曜
日(

祝
日

及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

変
更
後
の
事
務
を
行
う
時
間

第
三
十
一
条
第
一
項
中｢

及
び
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
の
課
長｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相

談
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環

境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、｢

職｣

の
下
に｢

及
び
消
費
生
活
相
談
員(

消
費
生

活
相
談
員
に
あ
つ
て
は
、
知
事
が
指
名
す
る
者
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

四

そ
の
他
知
事
が
指
名
す
る
者

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
県
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
設
置
規
程(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー｣

に
改

め
る
。

別
表
第
一
中｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

を｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

に
改
め
、｢(

ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
局

長
を
含
む
。)｣

を
削
る
。

別
表
第
二
中｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
長｣

を｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
及
び
事
務
を
行
う
時
間
の
変
更
に
関
す
る
公
示

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
行
う
時
間
を
変
更
し
、
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

事
務
を
行
う
時
間
を
変
更
し
た
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
変
更
後
の
事
務
を
行
う
時
間

備
考

｢

祝
日｣

と
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規

定
す
る
休
日
を
い
い
、｢

年
末
年
始｣

と
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

を
い
う
。

二

廃
止
し
た
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
名
称

岐
阜
県
西
濃
振
興
局
振
興
課

岐
阜
県
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
振
興
課

岐
阜
県
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
振
興
課
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平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


